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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１導電形の第１半導体領域と、
　前記第１半導体領域の上に形成された第２導電形のベース領域と、
　前記ベース領域を貫通して前記第１半導体領域に達する、複数のゲート電極と、
　前記複数のゲート電極のそれぞれの周囲に形成された、複数のゲート絶縁膜と、
　前記複数のゲート絶縁膜の間である複数の領域のうち、２つの前記ゲート絶縁膜の間に
位置する第１領域であって、第１導電形のソース領域が形成された第１領域と、
　前記複数の領域のうち、２つの前記ゲート絶縁膜の間に位置する第２領域であって、前
記第１領域の終端領域に位置し、前記ソース領域が形成されていない第２領域と、
　前記第１領域に形成されて、前記ベース領域とソース電極とを電気的に接続する、第１
の幅の第１コンタクトと、
　前記第２領域に形成されて、前記ベース領域と前記ソース電極とを電気的に接続する、
前記第１の幅よりも広い第２の幅の第２コンタクトと、
　を備え、
　前記ベース領域、前記ゲート電極、前記ゲート絶縁膜、前記第１領域、前記第２領域、
前記第１コンタクト、及び、前記第２コンタクトは、第１方向に沿って連続して形成され
ており、
　前記第２領域は、前記第１方向と交差する方向である第２方向の両側に設けられ、これ
ら両側に設けられた前記第２領域のそれぞれに１つの前記第２コンタクトが形成されてい
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るとともに、これら前記第２領域の間には複数の前記第１領域が形成されており、
　複数の前記第１領域のそれぞれに形成された前記第１コンタクトにおける前記第１方向
の両端の終端部に、前記第１の幅よりも広い第３の幅で第３コンタクトがそれぞれ形成さ
れている、半導体装置。
【請求項２】
　前記第１コンタクトと前記第２コンタクトは、メタルにより形成されている、請求項１
に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記第３コンタクトの前記第３の幅は、前記第２コンタクトの前記第２の幅と同じであ
る、請求項１又は請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第１コンタクト及び前記第２コンタクトは、第２導電形の第２半導体領域により形
成されている、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記複数のゲート電極のそれぞれの下方における、前記第１半導体領域に埋め込まれた
、複数のフィールドプレート電極をさらに備える請求項１乃至請求項４のいずれかに記載
の半導体装置。
【請求項６】
　前記複数のフィールドプレート電極は、前記ゲート電極又は前記ソース電極に接続され
ている、請求項５に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記複数のフィールドプレート電極の周囲には、前記ゲート絶縁膜よりも厚いフィール
ドプレート絶縁膜が形成されている、請求項５又は請求項６に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記第１コンタクト、前記第２コンタクト及び前記第３コンタクトは、第２導電形の第
３半導体領域により形成されている、請求項３に記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記第１領域に形成される前記第１コンタクトの深さよりも、前記第２領域に形成され
る前記第２コンタクトの深さの方が深い、請求項１又は請求項２に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記第１領域に形成される前記第１コンタクトの深さよりも、前記第２領域に形成され
る前記第２コンタクトの深さの方が深く、且つ、
　前記第１領域に形成される前記第１コンタクトの深さよりも、前記第１コンタクトが延
びる方向の終端部に形成された前記第３コンタクトの深さの方が深い、
　請求項３に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記第１コンタクトと前記第２コンタクトは、前記ベース領域に達するトレンチ内に形
成されたメタルにより構成されており、
　前記第１領域に形成される前記第１コンタクトの深さよりも、前記第２領域に形成され
る前記第２コンタクトの深さの方が深い、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項１２】
　前記第１コンタクトと前記第２コンタクトと前記第３コンタクトは、前記ベース領域に
達するトレンチ内に形成されたメタルにより構成されており、
　前記第３コンタクトの前記第３の幅は、前記第２コンタクトの前記第２の幅と同じであ
り、
　前記第１領域に形成される前記第１コンタクトの深さよりも、前記第２領域に形成され
る前記第２コンタクトの深さの方が深く、且つ、
　前記第１領域に形成される前記第１コンタクトの深さよりも、前記第１コンタクトが延
びる方向の終端部に形成された前記第３コンタクトの深さの方が深い、
　請求項１に記載の半導体装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＭＯＳＦＥＴ（Metal-oxide-semiconductor field-effect transistor）には、ソース
電極とドレイン電極との間に、ボディーダイオードが等価的に存在する。このボディーダ
イオードを順方向電流から逆方向電流に切り替える逆回復時に、ＭＯＳＦＥＴを備える半
導体装置では、ドリフト領域に蓄積されたホールを排出する必要がある。しかし、終端領
域の近傍に蓄積されたホールは、ソース電極のコンタクトまで遠く、終端領域に近接した
コンタクトに電流が集中する。このため、電圧降下から戻る際の急激な電圧上昇によって
、ゲート酸化膜が破壊されたり、発熱によって半導体装置が破壊されたりする問題がある
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５６７２７６６号公報
【特許文献２】特許第５５６０９９１号公報
【特許文献３】特許第５９８７９９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本実施形態の目的は、回復動作時に破壊が生じるのを抑制した半導体装置を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本実施形態に係る半導体装置は、第１導電形の第１半導体領域と、前記第１半導体領域
の上に形成された第２導電形のベース領域と、前記ベース領域を貫通して前記第１半導体
領域に達する、複数のゲート電極と、前記複数のゲート電極のそれぞれの周囲に形成され
た、複数のゲート絶縁膜と、前記複数のゲート絶縁膜の間である複数の領域のうち、第１
導電形のソース領域が形成された第１領域と、前記複数の領域のうち、前記第１領域の終
端領域に位置し、前記ソース領域が形成されていない第２領域と、前記第１領域に形成さ
れて、前記ベース領域とソース電極とを電気的に接続する、第１の幅の第１コンタクトと
、前記第２領域に形成されて、前記ベース領域と前記ソース電極とを電気的に接続する、
前記第１の幅よりも広い第２の幅の第２コンタクトとを備える。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】第１実施形態に係る半導体装置の図２におけるＩ－Ｉ線断面図。
【図２】第１実施形態に係る半導体装置の図１におけるＩＩ－ＩＩ線断面図。
【図３】逆回復時のボディーダイオード電流ＩＦと時間の関係と、ドレイン・ソース電圧
ＶＤＳと時間の関係とを表すグラフ。
【図４】図３の時刻ｔ１において、ボディーダイオードの順方向に電流が流れ、ドリフト
領域にホールが注入される様子を示す図。
【図５】図３の時刻ｔ２における逆回復時に、ボディーダイオードの逆方向に電流が流れ
た際のホール排出の様子を示す図。
【図６】第１実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。
【図７】第１実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。
【図８】第１実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。
【図９】第１実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。



(4) JP 6970632 B2 2021.11.24

10

20

30

40

50

【図１０】第１実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。
【図１１】第１実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。
【図１２】第１実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。
【図１３】第１実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。
【図１４】第１実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。
【図１５】第１実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。
【図１６】第１実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。
【図１７】第２実施形態に係る半導体装置における平面方向の断面図。
【図１８】第３実施形態に係る半導体装置におけるトレンチ直交方向の断面図。
【図１９】第３実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。
【図２０】第４実施形態に係る半導体装置におけるトレンチ直交方向の断面図。
【図２１】第４実施形態に係る半導体装置における図２０のＸＸＩ－ＸＸＩ線断面図。
【図２２】第４実施形態に係る半導体装置における図２１のＸＸＩＩ－ＸＸＩＩ線断面図
。
【図２３】第４実施形態に係る半導体装置における図２１のＸＸＩＩＩ－ＸＸＩＩＩ線断
面図。
【図２４】第４実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。
【図２５】第４実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。
【図２６】第４実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。
【図２７】第４実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。
【図２８】第４実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。
【図２９】第４実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。
【図３０】第４実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。
【図３１】第４実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。
【図３２】第４実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。
【図３３】第４実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。
【図３４】第４実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。
【図３５】第４実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。
【図３６】第４実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。
【図３７】第４実施形態に係る半導体装置の製造工程の一例を示す図。
【図３８】第５実施形態に係る半導体装置の平面方向の断面図。
【図３９】第５実施形態に係る半導体装置の図３８におけるＸＸＸＩＸ－ＸＸＸＩＸ線断
面図。
【図４０】第５実施形態に係る半導体装置の図３８におけるＸＬ－ＸＬ線断面図。
【図４１】第６実施形態に係る半導体装置の平面方向の断面図。
【図４２】第６実施形態に係る半導体装置の図４１におけるＸＬＩＩ－ＸＬＩＩ線断面図
。
【図４３】第６実施形態に係る半導体装置の図４１におけるＸＬＩＩＩ－ＸＬＩＩＩ線断
面図。
【図４４】第７実施形態に係る半導体装置の平面方向の断面図。
【図４５】第７実施形態に係る半導体装置の図４４におけるＸＬＶ－ＸＬＶ線断面図。
【図４６】第７実施形態に係る半導体装置の図４４におけるＸＬＶＩ－ＸＬＶＩ線断面図
。
【図４７】第８実施形態に係る半導体装置の平面方向の断面図。
【図４８】第８実施形態に係る半導体装置の図４７におけるＸＬＶＩＩＩ－ＸＬＶＩＩＩ
線断面図。
【図４９】第８実施形態に係る半導体装置１の図４７におけるＸＬＩＸ－ＸＬＩＸ線断面
図。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
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　以下、図面を参照しながら、本実施形態に係る半導体装置を説明する。なお、以下の説
明において、略同一の機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複
説明は必要な場合にのみ行うこととする。
【０００８】
　なお、以下の各実施形態の説明において、ｎ形が第１導電形に相当しており、ｐ形が第
２導電形に相当している。また、ｎ＋やｐ＋の表記は、＋の付されていない表記よりも不
純物濃度が相対的に高いことを示しており、ｎ－やｐ－の表記は、－の付されていない表
記よりも不純物濃度が相対的に低いことを示している。さらに、例えばｐ＋＋の表記は、
ｐ＋よりもさらに不純物濃度が相対的に高いことを示している。
【０００９】
　〔第１実施形態〕
　第１実施形態に係る半導体装置は、終端領域に位置する、ソース領域が形成されていな
いメサ部における、ソース電極のコンタクトの幅を、ソース領域が形成されたメサ部のソ
ース電極のコンタクトの幅よりも広くすることにより、回復動作時のホール排出抵抗の低
減を図ったものである。以下に、その詳細を説明する。
【００１０】
　図１は、本実施形態に係る半導体装置１の図２におけるＩ－Ｉ線断面図であり、図２は
、本実施形態に係る半導体装置１の図１におけるＩＩ－ＩＩ線断面図である。換言すれば
、図１は、半導体装置１におけるトレンチ直交方向の断面図であり、図２は、半導体装置
１における平面方向の断面図である。
【００１１】
　これら図１及び図２から分かるように、本実施形態に係る半導体装置１は、複数のセル
Ｃを備えて構成されている。図１においては、５個のセルＣを例示的に示しているが、半
導体装置１が備えるセルＣの数は任意である。
【００１２】
　本実施形態に係る半導体装置１は、ドレイン電極１０と、ｎ＋形のドレイン領域１２と
、ｎ－形のドリフト領域１４と、ｐ形のベース領域１６と、ゲート電極１８と、ゲート絶
縁膜２０と、ｎ＋形のソース領域２２と、絶縁領域２４と、ソース電極２６と、ｐ＋形の
コンタクト領域２８と、を備えて構成されている。すなわち、本実施形態においては、半
導体装置１は、トレンチゲート形のＭＯＳＦＥＴを備えて構成されている。
【００１３】
　より具体的には、ドレイン電極１０上には、ドレイン領域１２が形成されている。ドレ
イン領域１２上には、ドリフト領域１４が形成されている。ドリフト領域１４上には、ベ
ース領域１６が形成されている。これらドレイン電極１０とドレイン領域１２とドリフト
領域１４とベース領域１６は、複数のセルＣに対して共通に形成されている。
【００１４】
　ベース領域１６上には、セルＣ毎に、ソース領域２２が形成されている。また、セルＣ
毎に、ソース領域２２とベース領域１６を貫通して、ドリフト領域１４に達するゲート電
極１８が形成されている。このゲート電極１８は、トレンチ長手方向に延伸している。各
ゲート電極１８の周囲には、ゲート絶縁膜２０が形成されており、ゲート電極１８と、そ
の周囲との絶縁性を担保している。すなわち、ゲート電極１８とドリフト領域１４との間
、ゲート電極１８とベース領域１６との間、及び、ゲート電極１８とソース領域２２との
間に、ゲート絶縁膜２０が形成されている。これらゲート電極１８とゲート絶縁膜２０と
により、ベース領域１６が区分けされており、以下においては、１つの区分けされた領域
をメサ部と呼ぶ。
【００１５】
　ゲート電極１８上、ソース領域２２上及びゲート絶縁膜２０上には、絶縁領域２４が形
成されている。絶縁領域２４上には、ソース電極２６が形成されている。本実施形態にお
いては、絶縁領域２４とソース電極２６とを貫通して、ベース領域１６に達するトレンチ
３０が各ゲート電極１８の間に形成されており、このトレンチ３０を埋めるように、ソー
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ス電極２６が形成されている。このように、トレンチコンタクト構造となるようにソース
電極２６を形成することにより、ゲート構造を微細化してオン抵抗を低減しつつ、アバラ
ンシェ耐圧を高く維持できるようにしている。本実施形態においては、トレンチ３０に埋
め込まれたソース電極２６の部分をコンタクト３２と呼ぶこととする。
【００１６】
　トレンチ３０の底部に位置するベース領域１６には、ｐ＋形のコンタクト領域２８が形
成されている。このコンタクト領域２８の不純物濃度は、ベース領域１６の不純物濃度よ
り高くなるように形成されており、ソース電極２６のコンタクト３２とベース領域１６と
の間の接続抵抗の低減を図っている。このため、コンタクト領域２８は、省略することも
理論上可能である。
【００１７】
　また、本実施形態に係る半導体装置１においては、終端領域の近傍のメサ部には、ソー
ス領域２２は形成されていないが、ソース電極２６のコンタクト３２は形成されている。
以下においては、ソース領域２２が形成されていない、終端領域の近傍にあるメサ部のコ
ンタクト３２を、適宜、コンタクト３２ａとし、一方、終端領域ではない、ソース領域２
２が形成されているメサ部のコンタクト３２を、適宜、コンタクト３２ｂとする。
【００１８】
　さらに、終端領域の近接にあるメサ部のコンタクト３２ａの幅Ｗ１は、ソース領域２２
が形成されたメサ部のコンタクト３２ｂの幅Ｗ２より、広い。すなわち、セルＣを構成し
ない終端領域の近傍のメサ部に形成されたコンタクト３２ａの幅Ｗ１は、セルＣを構成し
ているメサ部のコンタクト３２ｂの幅Ｗ２よりも、広くなっている。
【００１９】
　終端領域の近傍のメサ部にセルＣを形成しないのは、製造工程において、終端領域の近
傍の領域は、フォトレジストの液だまり等が発生して、光リソグラフィーでセルＣを形成
するのに必要な精度が得にくいからである。また、本実施形態のように広い幅Ｗ１でコン
タクト３２ａを形成することにより、逆回復時の動作において、終端領域に蓄積したホー
ルを、この幅広のコンタクト３２ａから排出しやすくして、ホールの排出抵抗の低減を図
っている。すなわち、ソース領域２２が形成されているメサ部のコンタクト３２ｂの幅Ｗ
２を広げると、セルＣにより構成されたＭＯＳＦＥＴのチャネルとコンタクト領域２８の
距離が近くなり、ＭＯＳＦＥＴのしきい値が上昇してしまう。このため、コンタクト３２
ｂの幅Ｗ２を広げることは難しい。しかし、終端領域の近傍のメサ部には、ソース領域２
２が形成されないことから、コンタクト３２ａの幅Ｗ１を広げることができるのである。
また、上述のように、終端領域付近は、配線等の段差により、フォトレジストの厚さが厚
くなり、コンタクト３２ａを形成するための光リソグラフィーの際に、精度よく開口を形
成しにくいという問題があるが、コンタクト３２ａの幅Ｗ１が広いことから、フォトレジ
ストに開口を形成しやすくなる利点もある。
【００２０】
　次に、本実施形態に係る半導体装置１の動作原理について説明する。例えば、ソース電
極２６よりも高い所定の正の電圧をドレイン電極１０に印加する。この状態で、ゲート電
極１８にしきい値以上の電圧が印加されると、セルＣに形成されたＭＯＳＦＥＴがオン状
態となる。このとき、ベース領域１６におけるゲート絶縁膜２０の近傍に、チャネルが形
成される。その後、ゲート絶縁膜２０がしきい値未満になると、セルＣに形成されたＭＯ
ＳＦＥＴはオフ状態となる。
【００２１】
　また、半導体装置１のボディーダイオードに、順方向の電流が流れていた状態で、この
電流の流れが逆方向に切り替わるような逆回復時には、瞬間的にボディーダイオードに逆
方向の電流が流れる。図３は、逆回復時における、ボディーダイオード電流ＩＦと時間の
関係と、ドレイン・ソース電圧ＶＤＳと時間の関係とを表すグラフを示す図である。この
図３に示すように、逆回復時には、ボディーダイオードの逆方向に電流が流れるが、逆回
復に必要な時間が経過すると、逆方向に流れる電流はゼロとなる。
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【００２２】
　すなわち、時刻ｔ１においては、図４に示すように、ボディーダイオードの順方向に電
流が流れ、ドリフト領域１４にホールが注入される。ドリフト領域１４に注入されたホー
ルはドレイン電極１０に流れるが、ホールの一部は、半導体装置１の終端領域に蓄積され
る。しかし、図５に示すように、時刻ｔ２の逆回復時には、ごく短い時間ではあるが、ボ
ディーダイオードの逆方向に電流が流れる。この逆回復時には、ドリフト領域１４に蓄積
されたホールがコンタクト３２から排出されるが、終端領域に蓄積されたホールは、ソー
ス電極２６のコンタクト３２ａまでの距離が遠く、排出されるための抵抗が高くなってし
まう。そこで、本実施形態においては、終端領域の近傍にあるコンタクト３２ａの幅Ｗ１
を広くして、ホールがソース電極２６のコンタクト３２ａから排出されやすくし、排出抵
抗を低減している。これにより、ゲート絶縁膜２０が破壊されたり、電流集中による発熱
を原因とする発破壊されたりするのを、抑制している。
【００２３】
　次に、図６乃至図１６に基づいて、本実施形態に係る半導体装置１の製造工程の一例を
説明する。これら図６乃至図１６は、半導体装置１におけるトレンチ直交方向の断面図で
あり、上述した図１に対応する図である。
【００２４】
　まず、図６に示すように、ｎ＋形の半導体基板１２Ｘ上に、ｎ－形の半導体層１４Ｘを
形成する。半導体基板１２Ｘが、上述したドレイン領域１２となり、半導体層１４Ｘが、
上述したドリフト領域１４となる。
【００２５】
　次に、図７に示すように、ドリフト領域１４に、複数のトレンチ５０を形成する。続い
て、図８に示すように、トレンチ５０を含むドリフト領域１４の表面に、例えば熱酸化や
ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）により、ゲート絶縁膜２０を形成する。
【００２６】
　次に、図９に示すように、ゲート絶縁膜２０上に、例えばＣＶＤによりポリシリコンを
堆積し、エッチバックすることにより、トレンチ５０に充填されたポリシリコンで、ゲー
ト電極１８を形成する。
【００２７】
　次に、図１０に示すように、例えばボロン（Ｂ）をドリフト領域１４にイオン注入する
ことにより、ドリフト領域１４に、ベース領域１６を形成する。このボロンのイオン注入
によるベース領域１６の形成は、セルＣを形成するメサ部と、セルＣを形成しない終端領
域の近傍のメサ部の双方に対して行う。続いて、例えばリン（Ｐ）又はヒ素（Ａｓ）のイ
オン注入を、ベース領域１６の上部に行い、ｎ＋形の半導体領域２２Ｘを形成する。この
半導体領域２２Ｘの形成は、セルＣが形成されるメサ部に対して行われる。すなわち、セ
ルＣを形成しない終端領域の近傍のメサ部には、半導体領域２２Ｘは形成しない。
【００２８】
　次に、図１１に示すように、例えばＣＶＤにより、この半導体装置の全体上に、絶縁膜
２４Ｘを形成する。続いて、図１２に示すように、絶縁膜２４Ｘ上に、フォトレジスト５
２を形成する。このフォトレジスト５２は、例えば、フォトレジスト液をスピンコートで
塗布するが、その際、終端領域の近傍では、どうしても液だまり等が発生しやすく、フォ
トレジスト５２の膜厚むらが生じやすくなる。
【００２９】
　次に、図１３に示すように、フォトレジスト５２を光リソグラフィーでパターニングし
て、フォトレジスト５２に開口５２ａ、５２ｂを形成する。この開口５２ａ、５２ｂは、
ソース電極２６のコンタクト３２を形成すべき位置に形成される。また、開口５２ａは、
フォトレジスト５２の膜厚にばらつきがある終端領域の近傍に形成されることから、精度
を担保するのが難しい。このため、コンタクト不良等が発生やすいが、本実施形態におい
ては、終端領域の近傍のメサ部に形成されるコンタクト３２ａの幅Ｗ１は、セルＣが存在
するメサ部に形成されるコンタクト３２ｂの幅Ｗ２よりも広い。このため、終端領域の近
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傍のメサ部の開口５２ａの幅の方を、セルを形成するメサ部の開口５２ｂよりも、広くす
ることができる。本実施形態においては、開口５２ａも幅の広い幅Ｗ１で形成され、開口
５２ｂも幅の狭い幅Ｗ２で形成される。これにより、終端領域の近傍のメサ部に形成する
コンタクト３２ａに、コンタクト不良が発生する確率を低減している。
【００３０】
　次に、図１４に示すように、例えばＲＩＥにより、絶縁膜２４Ｘをエッチングして、絶
縁膜２４Ｘをパターニングする。これにより、絶縁領域２４が形成される。続いて、図１
５に示すように、例えばＲＩＥにより、半導体領域２２Ｘとベース領域１６をエッチング
して、絶縁領域２４と半導体領域２２Ｘとを貫通して、ベース領域１６に達するトレンチ
３０を形成する。エッチングされた半導体領域２２Ｘにより、ソース領域２２が形成され
る。そして、フォトレジスト５２を剥離する。
【００３１】
　次に、図１６に示すように、トレンチ３０を介してベース領域１６に、例えばボロン（
Ｂ）のイオン注入をすることにより、トレンチ３０の底部で露出しているベース領域１６
にコンタクト領域２８を形成する。
【００３２】
　次に、図１及び図２に示すように、トレンチ３０を埋めるように絶縁領域２４上にソー
ス電極２６を形成し、ドレイン領域１２下側にドレイン電極１０を形成する。具体的には
、例えば、表面メタルを形成して加工し、パッシベーション膜を形成した後に、ウェハー
の薄膜化を行う。これにより、ソース電極２６が形成される。さらに、裏面メタルを生成
することにより、ドレイン電極１０が形成され、図１及び図２に示した、半導体装置１が
得られる。
【００３３】
　なお、本実施形態に係るドレイン領域１２及び／又はドリフト領域１４が、第１半導体
領域に相当しており、本実施形態に係るソース領域２２が形成されたメサ部が、第１領域
に相当しており、本実施形態に係るソース領域２２が形成されていないメサ部が、第２領
域に相当しており、本実施形態に係るコンタクト３２ｂが第１コンタクトに相当しており
、本実施形態に係るコンタクト３２ａが第２コンタクトに相当している。また、コンタク
ト３２ｂの幅Ｗ２が第１の幅に相当しており、コンタクト３２ａの幅Ｗ１が第２の幅に相
当している。
【００３４】
　以上のように、本実施形態に係る半導体装置１によれば、セルＣの形成されない終端領
域の近傍にあるメサ部におけるソース電極２６のコンタクト３２ａの幅Ｗ１を、セルＣの
形成されるメサ部におけるソース電極２６のコンタクト３２ｂの幅Ｗ２よりも、広くなる
ようにしたので、ＭＯＳＦＥＴの逆回復時における電圧上昇を起因とするゲート絶縁膜２
０の破壊を生じにくくすることができる。また、ＭＯＳＦＥＴの逆回復時には、終端領域
の近傍にあるコンタクト３２ａに電流が集中するが、コンタクト３２ａを幅広の幅Ｗ１に
したことにより、発熱を抑制し、半導体装置１の破損を防止することができる。
【００３５】
　〔第２実施形態〕
　第２実施形態は、上述した第１実施形態に係る半導体装置１において、トレンチ長手方
向の終端部における、セルＣのソース領域２２が形成されていない領域にあるコンタクト
３２の幅も広げることにより、逆回復時における終端部からのホール排出抵抗の低減を図
ったものである。以下、上述した第１実施形態と異なる部分を説明する。
【００３６】
　図１７は、本実施形態に係る半導体装置１における平面方向の断面図であり、上述した
第１実施形態における図２に対応する図である。この図１７に示すように、本実施形態に
係る半導体装置１においては、トレンチ長手方向の終端部、つまり、コンタクト３２が延
びる方向の終端部には、ソース領域２２が形成されていない。これは、上述したように、
光リソグラフィーの精度を担保するのが難しいからであるが、本実施形態に係る半導体装
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置１において、このトレンチ長手方向の終端部にあるコンタクト３２の幅を、上述した幅
Ｗ２よりも広い幅Ｗ３としている。以下では、幅Ｗ３のコンタクト３２の部分を、コンタ
クト３２ｃとする。このコンタクト３２ｃは、ソース電極２６と一体のメタルにより形成
されているが、換言すれば、コンタクト３２ｃは電気的にコンタクト３２ｂと接続されて
おり、また、ソース電極２６に電気的に接続されている。
【００３７】
　なお、コンタクト３２ｃの幅Ｗ３は、コンタクト３２ａの幅Ｗ１と同じでもよいし、異
なっていてもよい。また、コンタクト３２ｃは、図示しないコンタクト３２ｂの反対側の
終端部にも形成されていてもよい。
【００３８】
　このコンタクト３２ｃが存在することにより、逆回復時には、ソース電極２６のコンタ
クト３２ａだけでなく、コンタクト３２ｃからもホールを排出できるので、ドリフト領域
１４に蓄積されたホールがより排出しやすくなり、ホールの排出抵抗を低減することがで
きる。このため、ＭＯＳＦＥＴの逆回復時における電圧上昇を起因とするゲート絶縁膜２
０の破壊を生じにくくすることができる。
【００３９】
　なお、本実施形態に係るコンタクト３２ｃが第３コンタクトに相当しており、本実施形
態に係るコンタクト３２ｃの幅Ｗ３が第３の幅に相当している。
【００４０】
　〔第３実施形態〕
　第３実施形態は、上述した第１実施形態に係る半導体装置１において、コンタクト３２
を、ソース電極２６の一部であるメタルにより形成するのではなく、ｐ＋形の半導体領域
により形成するようにしたものである。以下、上述した第１実施形態と異なる部分を説明
する。
【００４１】
　図１８は、本実施形態に係る半導体装置１におけるトレンチ直交方向の断面図であり、
上述した第１実施形態における図１に対応する図である。この図１８に示すように、本実
施形態においては、ソース電極２６とベース領域１６との間を電気的に接続するコンタク
ト３２が、ｐ＋形の半導体領域により形成されている。すなわち、上述した第１実施形態
においては、コンタクト３２は、ソース電極２６を形成するメタルにより構成されていた
。しかし、本実施形態においては、コンタクト３２は、ベース領域１６に多段イオン注入
等により形成されたｐ＋形の半導体領域により構成されている。
【００４２】
　本実施形態においても、ソース領域２２が形成されない終端領域の近傍のメサ部に形成
されたコンタクト３２の幅Ｗ１は、ソース領域２２が存在するメサ部に形成されたコンタ
クト３２の幅Ｗ２よりも、幅広に構成されている。このため、上述した第１実施形態と同
様に、ホールの排出抵抗を低減することができる。なお、本実施形態においては、コンタ
クト領域２８はベース領域１６に形成されていないが、ｐ＋＋形のコンタクト領域２８を
、コンタクト３２の下端に位置するベース領域１６に形成することも可能である。
【００４３】
　次に、本実施形態に係る半導体装置１の製造工程を説明する。本実施形態に係る半導体
装置１の製造工程は、上述した第１実施形態に係る半導体装置１の図１４に示す工程まで
は同じである。この図１４の後、図１９に示すように、例えばボロン（Ｂ）等の多段のイ
オン注入をベース領域１６に行い、コンタクト３２を形成する。すなわち、イオン注入の
深さを適宜変えて、複数回、ベース領域１６にイオン注入を行う。
【００４４】
　その際、フォトレジスト５２に形成された開口５２ａの幅Ｗ１は、開口５２ｂの幅Ｗ２
よりも広く形成されている。このため、終端領域の近傍のメサ部には、広い幅Ｗ１でコン
タクト３２ａが形成され、ソース領域２２が形成されてセルＣを構成するメサ部には、狭
い幅Ｗ２でコンタクト３２ｂが形成される。そして、フォトレジスト５２を剥離する。こ



(10) JP 6970632 B2 2021.11.24

10

20

30

40

50

の後、上述した第１実施形態と同様に、半導体装置１の表面にソース電極２６を形成し、
半導体装置１の裏面にドレイン電極１０を形成することにより、図１８に示す半導体装置
１が得られる。
【００４５】
　以上のように、本実施形態に係る半導体装置１によっても、セルＣの形成されない終端
領域の近傍にあるメサ部におけるソース電極２６のコンタクト３２ａの幅Ｗ１を、セルＣ
の形成されるメサ部におけるソース電極２６のコンタクト３２ｂの幅Ｗ２よりも、広くな
るようにしたので、ＭＯＳＦＥＴの逆回復時における電圧上昇を起因とするゲート絶縁膜
２０の破壊を生じにくくすることができる。また、ＭＯＳＦＥＴの逆回復時には、終端領
域の近傍にあるコンタクト３２ａに電流が集中するが、コンタクト３２ａを幅広にしたこ
とにより、発熱を抑制し、半導体装置１の破損を防止することができる。
【００４６】
　なお、本実施形態に係るコンタクト３２ａとコンタクト３２ｂが、第２半導体領域に相
当する。
【００４７】
　〔第４実施形態〕
　第４実施形態は、上述した第１実施形態を変形して、ゲート電極１８の下方に埋め込み
の電極を形成したトレンチフィールドプレート構造にしたものである。以下、上述した第
１実施形態と異なる部分を説明する。
【００４８】
　図２０は、本実施形態に係る半導体装置１におけるトレンチ直交方向の断面図であり、
上述した第１実施形態の図１に対応する図である。図２１は、図２０の半導体装置１にお
けるＸＸＩ－ＸＸＩ線断面図であり、上述した第１実施形態の図２に対応する図である。
図２２は、図２１の半導体装置１におけるＸＸＩＩ－ＸＸＩＩ線断面図であり、図２３は
、図２１の半導体装置１におけるＸＸＩＩＩ－ＸＸＩＩＩ線断面図である。
【００４９】
　これら図２０乃至図２３に示すように、本実施形態に係る半導体装置１は、ゲート電極
１８のそれぞれの下方における、ドリフト領域１４にフィールドプレート電極６０が埋め
込まれている。すなわち、ドリフト領域１４の中にフィールドプレート絶縁膜６２を介し
て、フィールドプレート電極６０が埋め込まれている。フィールドプレート絶縁膜６２は
、フィールドプレート電極６０の周囲を囲うように形成されているが、フィールドプレー
ト電極６０は、電気的にはゲート電極１８又はソース電極２６に接続されている。また、
フィールドプレート絶縁膜６２の厚さは、ゲート絶縁膜２０の厚さより、厚く形成されて
いる。
【００５０】
　このフィールドプレート電極６０が存在するＭＯＳＦＥＴの構造を、トレンチフィール
ドプレート構造というが、別名、スプリットゲート構造と言ったり、シールドゲート構造
と言ったりする。このフィールドプレート電極６０が存在することにより、ドリフト領域
１４にあるイオン化ドナーの正電荷をキャンセルすることができ、ドリフト領域１４内の
空間電荷が実質的なゼロに見えて、電界がフラットに近づくため、この半導体装置１の耐
圧が向上する。また、ドリフト領域１４の不純物濃度は、ゲート電極１８同士の幅、つま
りメサ部の幅に反比例して高くすることができるため、セルＣのピッチシュリンクにより
不純物濃度を高めることで、ドリフト領域１４の抵抗を低減することができる。
【００５１】
　なお、図２１及び図２３に示すように、ソース電極２６のコンタクト３２のトレンチ長
手方向の終端部には、ソース領域２２は形成されていない。これは、フィールドプレート
絶縁膜６２とゲート絶縁膜２０とから形成された絶縁膜の膜厚が厚いことから、フォトレ
ジストを形成した際に、液だまりが生じて、精度よく開口を形成することができず、高い
精度でＭＯＳＦＥＴを形成することができないためである。
【００５２】
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　次に、図２４乃至図３７に基づいて、本実施形態に係る半導体装置１の製造工程を説明
する。これら図２４乃至図３７は、半導体装置１におけるトレンチ直交方向の断面図であ
り、上述した図２０に対応する図である。
【００５３】
　まず、図２４に示すように、ｎ＋形の半導体基板１２Ｘ上に、ｎ－形の半導体層１４Ｘ
を形成する。半導体基板１２Ｘが、上述したドレイン領域１２となり、半導体層１４Ｘが
、上述したドリフト領域１４となる。
【００５４】
　次に、図２５に示すように、ドリフト領域１４に、複数のトレンチ７０を形成する。こ
のトレンチ７０は、後の工程でフィールドプレート電極６０を形成することから、第１実
施形態におけるトレンチ５０よりも深く形成される。続いて、図２６に示すように、トレ
ンチ７０を含むドリフト領域１４の表面に、例えば熱酸化やＣＶＤにより、フィールドプ
レート絶縁膜６２を形成する。上述したように、このフィールドプレート絶縁膜６２は、
ゲート電極１８よりも厚い膜厚を有している。
【００５５】
　次に、図２７に示すように、フィールドプレート絶縁膜６２上に、例えばＣＶＤにより
ポリシリコンを堆積し、エッチバックすることにより、トレンチ７０に充填されたポリシ
リコンで、フィールドプレート電極６０を形成する。
【００５６】
　次に、図２８に示すように、光リソグラフィーによりパターニングされたフォトレジス
ト７４を形成する。このフォトレジスト７４は、ソース領域２２を形成するメサ部に開口
７４ａを有している。なお、ソース領域２２を形成しない最も終端領域の近傍にあるメサ
部の終端領域側のフィールドプレート絶縁膜６２は、フォトレジスト７４で覆われている
。その後、例えばウエットエッチングにより、開口７４ａから露出しているフィールドプ
レート絶縁膜６２を除去する。このため、終端領域にあるトレンチ７０の終端領域側の側
壁に形成されたフィールドプレート絶縁膜６２の絶縁膜も、フォトレジスト７４に覆われ
ていることから、エッチングされずに残る。
【００５７】
　次に、図２９に示すように、フォトレジスト７４を剥離し、例えば熱酸化又はＣＶＤに
より、この半導体装置の全体上にゲート絶縁膜２０を形成する。すなわち、トレンチ７０
の内側と、フィールドプレート電極６０の上に、ゲート絶縁膜２０を形成する。このとき
に、終端領域には、フィールドプレート絶縁膜６２が残存しているので、このフィールド
プレート絶縁膜６２の上に、ゲート絶縁膜２０が形成される。このため、終端領域の絶縁
膜の厚さは、セルＣが形成される領域の絶縁膜の厚さより厚くなる。また、終端領域にあ
るトレンチ７０の終端側の側壁の絶縁膜も、残存するフィールドプレート絶縁膜６２とゲ
ート絶縁膜２０とを合わせた厚さとなる。なお、膜厚調整等の必要に応じて、フィールド
プレート電極６０の上に選択的に絶縁膜を形成する工程を行ってもよい。
【００５８】
　次に、図３０に示すように、例えばＣＶＤによりポリシリコンを形成し、エッチバック
することにより、トレンチ７０の残っている空間にポリシリコンを充填して、ゲート絶縁
膜２０を形成する。
【００５９】
　次に、図３１に示すように、例えばボロン（Ｂ）をドリフト領域１４にイオン注入する
ことにより、ドリフト領域１４に、ベース領域１６を形成する。このボロンのイオン注入
によるベース領域１６の形成は、セルＣを形成するメサ部と、セルＣを形成しない終端領
域の近傍のメサ部の双方に対して行う。続いて、例えばリン（Ｐ）又はヒ素（Ａｓ）のイ
オン注入を、ベース領域１６の上部に行い、ｎ＋形の半導体領域２２Ｘを形成する。この
半導体領域２２Ｘの形成は、セルＣが形成されるメサ部に対して行われる。すなわち、セ
ルＣを形成しない終端領域の近傍のメサ部には、半導体領域２２Ｘは形成しない。
【００６０】
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　次に、図３２に示すように、例えばＣＶＤにより、この半導体装置の全体上に、絶縁膜
２４Ｘを形成する。この際、終端領域の近傍には、ゲート絶縁膜２０とフィールドプレー
ト絶縁膜６２とから形成された絶縁膜とゲート絶縁膜２０との段差が存在することから、
絶縁膜２４Ｘにも段差が形成される。
【００６１】
　次に、図３３に示すように、絶縁膜２４Ｘ上に、フォトレジスト５２を形成する。この
フォトレジスト５２は、例えば、フォトレジスト液をスピンコートで塗布するが、その際
、終端領域の近傍では、どうしても液だまり等が発生しやすく、フォトレジスト５２の膜
厚むらが生じやすくなる。
【００６２】
　次に、図３４に示すように、フォトレジスト５２を光リソグラフィーでパターニングし
て、フォトレジスト５２に開口５２ａ、５２ｂを形成する。この開口５２ａ、５２ｂは、
ソース電極２６のコンタクト３２を形成すべき位置に形成される。また、開口５２ａは、
フォトレジスト５２の膜厚にばらつきがある終端領域の近傍に形成されることから、精度
を担保するのが難しい。このため、コンタクト不良等が発生やすいが、本実施形態におい
ては、終端領域の近傍のメサ部に形成されるコンタクト３２ａの幅Ｗ１は、セルＣが存在
するメサ部に形成されるコンタクト３２ｂの幅Ｗ２よりも広い。このため、終端領域の近
傍のメサ部の開口５２ａの幅の方を、セルを形成するメサ部の開口５２ｂよりも、広くす
ることができる。本実施形態においては、開口５２ａも幅の広い幅Ｗ１で形成され、開口
５２ｂも幅の狭い幅Ｗ２で形成される。これにより、終端領域の近傍のメサ部に形成する
コンタクト３２ａに、コンタクト不良が発生する確率を低減している。
【００６３】
　次に、図３５に示すように、例えばＲＩＥにより、絶縁膜２４Ｘをエッチングして、絶
縁膜２４Ｘをパターニングする。これにより、絶縁領域２４が形成される。続いて、図３
６に示すように、例えばＲＩＥにより、半導体領域２２Ｘとベース領域１６をエッチング
して、絶縁領域２４と半導体領域２２Ｘとを貫通して、ベース領域１６に達するトレンチ
３０を形成する。エッチングされた半導体領域２２Ｘにより、ソース領域２２が形成され
る。そして、フォトレジスト５２を剥離する。
【００６４】
　次に、図３７に示すように、トレンチ３０を介してベース領域１６に、例えばボロン（
Ｂ）のイオン注入をすることにより、トレンチ３０の底部で露出しているベース領域１６
にコンタクト領域２８を形成する。この後、上述した第１実施形態と同様に、半導体装置
１の表面にソース電極２６を形成し、半導体装置１の裏面にドレイン電極１０を形成する
ことにより、図２０に示す半導体装置１が得られる。
【００６５】
　以上のように、本実施形態に係る半導体装置１によっても、ソース領域２２の形成され
ない終端領域の近傍にあるメサ部におけるソース電極２６のコンタクト３２ａの幅Ｗ１を
、ソース領域２２の形成されるメサ部におけるソース電極２６のコンタクト３２ｂの幅Ｗ
２よりも、広くなるようにしたので、ＭＯＳＦＥＴの逆回復時における電圧上昇を起因と
するゲート絶縁膜２０の破壊を生じにくくすることができる。また、ＭＯＳＦＥＴの逆回
復時には、終端領域の近傍にあるコンタクト３２ａに電流が集中するが、コンタクト３２
ａを幅広にしたことにより、発熱を抑制し、半導体装置１の破損を防止することができる
。
【００６６】
　〔第５実施形態〕
　第５実施形態は、上述した第２実施形態と第４実施形態とを組み合わせたものであり、
第２実施形態に係るトレンチ長手方向の終端部に幅広のコンタクト３２ｃを形成した半導
体装置１を、トレンチフィールドプレート構造にしたものである。
【００６７】
　図３８は、本実施形態に係る半導体装置１の平面方向の断面図であり、上述した第４実
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施形態の図２１に相当する図である。図３９は、本実施形態に係る半導体装置１の図３８
におけるＸＸＸＩＸ－ＸＸＸＩＸ線断面図であり、上述した第４実施形態の図２２に相当
する図である。図４０は、本実施形態に係る半導体装置１の図３８におけるＸＬ－ＸＬ線
断面図であり、上述した第４実施形態の図２３に相当する図である。
【００６８】
　これら図３８乃至図４０に示すように、本実施形態に係る半導体装置１においては、上
述した第２実施形態に係る半導体装置１に、フィールドプレート電極６０を追加的に設け
て構成されている。すなわち、ドリフト領域１４の中にフィールドプレート絶縁膜６２を
介して、フィールドプレート電極６０が埋め込まれている。フィールドプレート絶縁膜６
２は、フィールドプレート電極６０の周囲を囲うように形成されているが、フィールドプ
レート電極６０は、電気的にはゲート電極１８又はソース電極２６に接続されている。
【００６９】
　また、本実施形態に係る半導体装置１においても、トレンチ長手方向の終端部には、ソ
ース領域２２が形成されていない。これは、上述したように、光リソグラフィーの精度を
担保するのが難しいからであるが、このトレンチ長手方向の終端部にあるコンタクト３２
ｃの幅を、幅Ｗ２によりも広い幅Ｗ３としている。なお、コンタクト３２ｃの幅Ｗ３は、
コンタクト３２ａの幅Ｗ１と同じでもよいし、異なっていてもよい。
【００７０】
　このように、フィールドプレート電極６０をドリフト領域１４に設けることにより、半
導体装置１の耐圧を向上させつつ、ドリフト領域１４の抵抗を低減することができる。ま
た、幅広のコンタクト３２ａに加えて、幅広のコンタクト３２ｃを設けることにより、こ
のＭＯＳＦＥＴの逆回復時に、ソース電極２６のコンタクト３２ｃから、さらにホールを
排出しやすくし、ホールの排出抵抗を低減することができる。
【００７１】
　〔第６実施形態〕
　第６実施形態は、上述した第３実施形態と第４実施形態とを組み合わせたものであり、
第３実施形態に係るトレンチ長手方向の終端部に幅広のコンタクト３２ｃを形成した半導
体装置１を、トレンチフィールドプレート構造にしたものである。別な見方をすれば、上
述した第５実施形態における半導体装置１において、コンタクト３２をメタルではなく、
ｐ＋形の半導体領域により形成したものである。
【００７２】
　図４１は、本実施形態に係る半導体装置１の平面方向の断面図であり、上述した第４実
施形態の図２１に相当する図である。図４２は、本実施形態に係る半導体装置１の図４１
におけるＸＬＩＩ－ＸＬＩＩ線断面図であり、上述した第４実施形態の図２２に相当する
図である。図４３は、本実施形態に係る半導体装置１の図４１におけるＸＬＩＩＩ－ＸＬ
ＩＩＩ線断面図であり、上述した第４実施形態の図２３に相当する図である。
【００７３】
　これら図４１乃至図４３に示すように、本実施形態に係る半導体装置１においては、上
述した第３実施形態に係る半導体装置１に、フィールドプレート電極６０を追加的に設け
て構成されている。すなわち、ドリフト領域１４の中にフィールドプレート絶縁膜６２を
介して、フィールドプレート電極６０が埋め込まれている。フィールドプレート絶縁膜６
２は、フィールドプレート電極６０の周囲を囲うように形成されているが、フィールドプ
レート電極６０は、電気的にはゲート電極１８又はソース電極２６に接続されている。
【００７４】
　また、本実施形態に係る半導体装置１においては、ソース電極２６とベース領域１６と
の間を電気的に接続するコンタクト３２が、ｐ＋形の半導体領域により形成されている。
すなわち、上述した第５実施形態においては、コンタクト３２は、ソース電極２６を形成
するメタルにより構成されていた。しかし、本実施形態においては、コンタクト３２は、
ベース領域１６に多段イオン注入等により形成されたｐ＋形の半導体領域により構成され
ている。
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【００７５】
　同様に、コンタクト３２のトレンチ長手方向の終端部には、コンタクト３２ｃが形成さ
れているが、このコンタクト３２ｃも、ｐ＋形の半導体領域により形成されている。この
コンタクト３２ｃの幅は、上述同様に、幅Ｗ２によりも広い幅Ｗ３としている。なお、コ
ンタクト３２ｃの幅Ｗ３は、コンタクト３２ａの幅Ｗ１と同じでもよいし、異なっていて
もよい。
【００７６】
　このように、フィールドプレート電極６０をドリフト領域１４に設けることにより、半
導体装置１の耐圧を向上させつつ、ドリフト領域１４の抵抗を低減することができる。ま
た、幅広のコンタクト３２ａに加えて、幅広のコンタクト３２ｃを設けることにより、こ
のＭＯＳＦＥＴの逆回復時に、ソース電極２６のコンタクト３２ｃから、さらにホールを
排出しやすくし、ホールの排出抵抗を低減することができる。
【００７７】
　なお、本実施形態に係るコンタクト３２ａとコンタクト３２ｂとコンタクト３２ｃとが
、第３半導体領域に相当している。
【００７８】
　〔第７実施形態〕
　第７実施形態は、上述した第４実施形態の半導体装置１において、セルＣの形成されな
い終端領域の近傍にあるメサ部における幅Ｗ１のコンタクト３２ａを、セルＣの形成され
るメサ部における幅Ｗ２のコンタクト３２ｂよりも、深い位置まで形成し、より一層のホ
ールの排出抵抗の低減を図ったものである。以下、上述した第４実施形態と異なる部分を
説明する。
【００７９】
　図４４は、本実施形態に係る半導体装置１の平面方向の断面図であり、上述した第４実
施形態の図２１に相当する図である。図４５は、本実施形態に係る半導体装置１の図４４
におけるＸＬＶ－ＸＬＶ線断面図であり、上述した第４実施形態の図２２に相当する図で
ある。図４６は、本実施形態に係る半導体装置１の図４４におけるＸＬＶＩ－ＸＬＶＩ線
断面図であり、上述した第４実施形態の図２３に相当する図である。
【００８０】
　これら図４４乃至図４６に示すように、ソース領域２２の形成されない終端領域の近傍
にあるメサ部におけるソース電極２６の幅Ｗ１のコンタクト３２ａを、ソース領域２２の
形成されるメサ部におけるソース電極２６の幅Ｗ２のコンタクト３２ｂよりも、深い位置
まで形成されている。すなわち、コンタクト３２ａの深さＤＰ１の方が、コンタクト３２
ｂの深さＤＰ２よりも深い。つまり、本実施形態においては、このコンタクト３２ｂの深
さＤＰ２は、上述した第４実施形態におけるコンタクト３２ｂの深さと同じであるが、コ
ンタクト３２ａの深さＤＰ１は、上述した第４実施形態におけるコンタクト３２ａの深さ
よりも深い。
【００８１】
　このように、ソース領域２２の形成されない終端領域の近傍のメサ部にあるコンタクト
３２ａの深さＤＰ１を、ソース領域２２の形成されるメサ部にあるコンタクト３２ｂの深
さＤＰ２よりも、深くしたので、ホールの排出抵抗をさらに低減することができる。すな
わち、コンタクト３２ａを介して、終端領域に蓄積したホールを、この幅広で深く形成さ
れたコンタクト３２ａから排出しやすくして、ホールの排出抵抗の低減を図ることができ
る。
【００８２】
　なお、この終端領域の近傍にある深さＤＰ１のコンタクト３２ａを形成するためには、
第４実施形態の図３３乃至図３６の製造工程において、コンタクト３２ａを形成するため
のトレンチ３０とコンタクト３２ｂを形成するためのトレンチ３０とを、それぞれ、深さ
ＤＰ１と深さＤＰ２とで作り分ければよい。或いは、コンタクト３２ａのトレンチ３０を
形成するためのフォトレジスト５２の開口５２ａの方が、コンタクト３２ｂのトレンチ３
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０を形成するためのフォトレジスト５２の開口５２ｂよりも、広いことから、これら開口
５２ａ、５２ｂを通じてベース領域１６を同時にエッチングしても、コンタクト３２ａの
トレンチ３０の方が、コンタクト３２ｂのトレンチ３０よりも深く形成される特性を利用
してもよい。
【００８３】
　〔第８実施形態〕
　第８実施形態は、上述した第２実施形態と第７実施形態とを組み合わせたものであり、
第７実施形態に係る半導体装置１のコンタクト３２におけるトレンチ長手方向の終端部に
、幅広のコンタクト３２ｃを形成したものである。以下、上述した第７実施形態と異なる
部分を説明する。
【００８４】
　図４７は、本実施形態に係る半導体装置１の平面方向の断面図であり、上述した第７実
施形態の図４４に相当する図である。図４８は、本実施形態に係る半導体装置１の図４７
におけるＸＬＶＩＩＩ－ＸＬＶＩＩＩ線断面図であり、上述した第７実施形態の図４５に
相当する図である。図４９は、本実施形態に係る半導体装置１の図４７におけるＸＬＩＸ
－ＸＬＩＸ線断面図であり、上述した第７実施形態の図４６に相当する図である。
【００８５】
　これら図４７乃至図４９に示すように、本実施形態に係る半導体装置１においては、ト
レンチ長手方向の終端部にあるコンタクト３２ｃの幅を、第２実施形態と同様に、幅Ｗ２
によりも広い幅Ｗ３としている。なお、コンタクト３２ｃの幅Ｗ３は、コンタクト３２ａ
の幅Ｗ１と同じでもよいし、異なっていてもよい。また、本実施形態においては、コンタ
クト３２ｃが形成される深さＤＰ１は、コンタクト３２ａが形成される深さＤＰ１と同じ
であるが、コンタクト３２ｃが形成される深さとコンタクト３２ａが形成される深さは異
なっていてもよい。換言すれば、コンタクト３２ｃが形成される深さとコンタクト３２ａ
が形成される深さが、それぞれ、コンタクト３２ｂが形成される深さよりも深ければ足り
る。
【００８６】
　このため、逆回復時には、ソース電極２６のコンタクト３２ａだけでなく、コンタクト
３２ｃからホールを排出できるので、ホールがより排出しやすくなり、ホールの排出抵抗
を低減することができる。このため、ＭＯＳＦＥＴの逆回復時における電圧上昇を起因と
するゲート絶縁膜２０の破壊を生じにくくすることができる。また、ＭＯＳＦＥＴの逆回
復時には、終端領域の近傍にあるコンタクト３２ａに電流が集中するのを抑制して、半導
体装置１の破損を防止することができる。
【００８７】
　以上、いくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例としてのみ提示した
ものであり、発明の範囲を限定することを意図したものではない。本明細書で説明した新
規な装置および方法は、その他の様々な形態で実施することができる。また、本明細書で
説明した装置および方法の形態に対し、発明の要旨を逸脱しない範囲内で、種々の省略、
置換、変更を行うことができる。添付の特許請求の範囲およびこれに均等な範囲は、発明
の範囲や要旨に含まれるこのような形態や変形例を含むように意図されている。
【００８８】
　例えば、上述した各実施形態においては、ソース領域２２の形成されていない終端領域
のメサ部が、トレンチ直交方向の両側に１つずつ設けられている例を説明したが、ソース
領域２２の形成されていないメサ部の数は任意である。例えば、トレンチ直交方向の両側
に２つずつ、ソース領域２２が形成されないメサ部が設けられている場合には、それぞれ
のメサ部に広い幅Ｗ１を有するコンタクト３２ａを形成すればよい。
【符号の説明】
【００８９】
１：半導体装置、１０：ドレイン電極、１２：ドレイン領域、１４：ドリフト領域、１６
：ベース領域、１８：ゲート電極、２０：ゲート絶縁膜、２２：ソース領域、２４：絶縁
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領域、２６：ソース電極、２８：コンタクト領域、３０：トレンチ、３２：コンタクト、
Ｃ：セル
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